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研究室ノート

研升究室ノート

●所得課税のアキレス腱

友人の誘いで，夜，食事に出かける。友人の友人

も参加し，少し酒も入り，楽しい会となる。このよ

うなとき，帰り際に「領収書，もらっていいかな」

と言い出す人がいることがある。確定申告の際に税

務署に提出するためである。言い換えると，この人

は，食事代を課税所得の計算にあたって（何らかの

名目で）必要経費として控除しようとしているので

ある。これは脱税にあたる。というのも，所得は理

論的には一定期間の消費と純資産増加の和として定

義され，このような理論的な所得の概念は，現行の

所得税法の骨格となっている。消費が所得の構成要

素である以上，所得税の計算にあたって，消費のた

めの支出を必要経費として控除する（それによって

課税の対象から脱落させる）ことは許されないこと

になる。そして，友人との饗宴は，消費の典型例で

あるから，そのための支出を控除しようとするのは

所得税の根幹を揺るがすわけである。

さて，ィンターネット社会についての書物

『Code』で一躍世界的に有名になったアメリカの憲

法学者，ローレンス・レッシグは，同書でも言及さ

れている1998年の論文で，物事や人の行動を規制し

ようとする際に，法だけではなく，市場，社会規

範，さらにはアーキテクチャー（物理的な障壁）に

も目を向けるべきであり，法がこれら法以外の道具

立てに及ぼす作用にも着目すべきであると主張して

いる (Lessig,The New Chicago School, 27 J. 
Legal Stud. 661 (1998)）。規制とは，従来法学者が

考えがちであったように法（たとえば，刑罰）に
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よってのみ行われるのではなく，市場メカニズム

（たとえば，煙草への課税），社会規範，アーキテク

チャー（たとえば，建物の構造）によっても行われ

うるし，法がこれらの道具立てを通じて間接的に規

制を行うこともあるというのである。

先の事例をレッシグの枠組みを利用して分析して

みよう。前述のように，法は刑罰まで用意してい

る。しかし，レッシグによれば，これだけで満足し

てはならない，ということになる。まず，法的な側

面についてさらに述べると，前述のような所得税の

本質を理解していない者が少なからずいるようであ

る。つまり，友人との食事の際にもらった領収書を

確定申告に使うことが脱税であると知らない人がい

る。このことが，領収書をもらうことに対する社会

規範の側からの規制を弱めているかもしれない。

アーキテクチャーの側面からは，領収書を納税申告

の際に提出する，というしくみがある程度脱税の防

止に役立っていることに疑いはないが，もしかする

と不十分なのかもしれない。単に何でもよいから領

収書を添付すればよいのか，飲食店のハンコを要求

するのか，参加した全員の署名を要求するのか，と

いった（法律が要求する）要件の軽重により，脱税

のしやすさが変わってくるといえるだろう。

このように法以外の道具立てにも目を向けた議論

を行うことで，所得課税のアキレス腱 必要経費

と消費のための支出の区別 を，少しでも守るこ

とができるかもしれない。むろん，逆に法以外の道

具立ての変化により今までできていた規制ができな

くなる可能性もあるのだが。

（学習院大学准教授 渕圭吾）
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